
建 築 基 準 法 第 ４ ３ 条
第 ２ 項 第 ２ 号 許 可

議案 第６-8号

令和 ６年度 第４回建築審査会



一括同意基準

2



運用基準

運用基準（個別同意基準）
運用基準１ 建築基準法施行時又は都市計画区域編入時以前より

存在する建築物

２ 過去に適法に建築確認又は検査済証を受けた建築物

３ その他国土交通省の趣旨に沿うもの

国土交通省（建築基準法道路関係規定運用指針 基準ハ）
「その敷地がその建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避
難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通
路であって、道路に通ずるものに有効に接すること」
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位置図

申請地

4

北野田駅



申請概要
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配置図

①

②

③
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東区大美野 写真 協定通路部 ①
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東区大美野 写真 西側市道接続部 ②
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東区大美野 写真 申請地 ③
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協定不成立経緯

4ｍ

喉元敷地

一方後退４ｍ必要
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協定地番 8-50
沿道の方の共有所有



協定不成立経緯

喉元敷地
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協定地番 8-50
沿道の方の共有所有



調査意見

喉元敷地

12

協定地番 8-50
沿道の方の共有所有

申請内容を精査した結果、
①通路部分に含まれる地番
8-50の共有者の過半の者か
ら実印による同意を得られ
ていること

②一方後退を承諾していな
い通路の沿道の方について
は再建築時に一方後退が必
要であること

③通路の現状幅員が3.47ｍ
～3.72ｍあり、舗装・側溝
整備されていること

上記から運用基準に適合
しており交通上、安全上、
防火上及び衛生上支障がな
いものと判断し、個別案件
として建築審査会の同意を
得て条件を付した上で許可
する事に支障がないものと
判断する。



建 築 基 準 法 第 ４ ３ 条
第 ２ 項 第 ２ 号 許 可

議案 第６-９号

令和 6 年度 第4回建築審査会



一括同意基準

2



運用基準

運用基準（個別同意基準）
運用基準１ 建築基準法施行時又は都市計画区域編入時以前より

存在する建築物

２ 過去に適法に建築確認又は検査済証を受けた建築物

３ その他国土交通省の趣旨に沿うもの

国土交通省（建築基準法道路関係規定運用指針）
「その敷地がその建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避
難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通
路であって、道路に通ずるものに有効に接すること」
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位置図

申請地

北野田駅

西除川
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申請概要
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配置図

①

②

④

6



東区西野 写真 協定通路部 ①
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東区西野 写真 協定通路部 ②
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東区西野 写真 南側市道接続部 ③
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東区西野 写真 申請地 ④
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協定不成立経緯

地番150-47

申請地
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調査意見

申請内容を精査した結果
① 同意を得られていない地番150-
47においては協定通路の終端部で
あり、地番150-47の道路上空地の
担保がなされなくても他の沿道の方
に対しては影響がないこと

②通路の現状幅員が約3ｍ～４.68ｍ
あり、舗装・側溝整備されていること

③協定通路は基準法上の道路から延長距
離約42ｍあるが、申請地は市道から
約15ｍであり35ｍ以内であること

上記から運用基準に適合しており、交
通上、安全上、防火上及び衛生上支障が
ないものと判断し、個別案件として建築
審査会の同意を得て条件を付した上で許
可する事に支障がないものと判断する。

約3ｍ

約4.68ｍ

地番150-47

約15ｍ
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申請地



建築基準法第４４条
第１項第４号 許可

議 案 第 6 - 1 0 号

令和６年度 第４回建築審査会



参考条文

○建築基準法（抜粋）

（道路内の建築制限）

第44条 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならな

い。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。

四 公共用歩廊その他政令で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を

妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの

２ 特定行政庁は、前項第四号の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければ

ならない。

○建築基準法施行令（抜粋）

（道路内に建築することができる建築物に関する基準等）

第145条

２ 法第44条第1項第四号の規定により政令で定める建築物は、道路（中略）上空に設けられる渡り廊下その他の通

行又は運搬の用途に供する建築物で、次の各号のいずれかに該当するものであり、かつ、主要構造部が耐火構造であり

、又は不燃材料で造られている建築物に設けられるもの（後略）

三 多数人の通行又は多量の物品の運搬の用途に供するもので、道路の交通の緩和に寄与するもの
01

参考条文
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概要書



申請地

田園公園

03

付近見取図

泉ケ丘駅

三原公園

府道３４号

泉北１号線



04
建物用途
色分図

申請地



05

土地利用計画図

申請部分

泉ケ丘駅



外来棟
診療棟

市道：三原台
２号線

06

動線図①

A-A’断面図

くぬぎ橋 ペデストリアンデッキ

市道：三原台２号線

くぬぎ橋

ペデストリアンデッキ

外来棟

診療棟

泉ケ丘駅

申請部分
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断面詳細図

くぬぎ橋 ペデストリアンデッキ

▽
道
路
境
界
線

▽
道
路
境
界
線

申請部分



調査意見

本相談は、近畿大学病院の移転に伴い、ペデストリアンデッキの庇の一部を道路区域内に建築しよ

うとすることから建築基準法第44条第1項第4号（道路内の建築制限）の許可を受けようとするもの

である。

計画されているペデストリアンデッキは、泉ケ丘駅から地上の道路へ降りることなく、くぬぎ橋を渡り病

院エントランスに至る経路として整備するものである。

現状、泉ケ丘駅からくぬぎ橋までは屋根がかけられており当該デッキに屋根をかけることで雨に濡れる

ことなく病院内に移動することができる。

建築基準法施行令第145条第2項第3号により、道路の交通の緩和に寄与するものであり、「 道

路の上空に設ける通路に係る建築基準法第44条第１項第４号の規定に基づく許可の運用につい

て（技術的助言）H30.7.11国住指発第1201号」の基準に適合していることから許可に際して支

障がないと認められる。
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調査意見



建 築 基 準 法 第 ４ ３ 条
第２項第２号一括同意基準に
よ る 許 可 物 件

報 告

令和 ６ 年度 第４回建築審査会



報 告 一 覧 表 （法第４３条第２項第２号一括同意基準による許可物件）

報 告 番 号 第 ６－１１ 号 第 ６－１２号

申
請
地

申 請 者 株式会社 K－ROOM 代表取締役 金子 周平 －

敷地の位置 北区東三国ヶ丘町３丁２２９５番８０ 西区上野芝向ヶ丘町４丁１３７２－１０、－１１

用 途 地 域 第１種中高層住居専用地域 第１種低層住居専用地域

建
築
物
の
概
要

建築物の用途 一戸建ての住宅 一戸建ての住宅

敷 地 面 積 ５８．１０㎡ １３８．２２㎡

建 築 面 積 ３７．８０㎡ ６１．２７㎡

延 べ 面 積 １０３．９４㎡ ９４．３９㎡

構 造 木 造 木 造

階 数 ３ ２

高 さ ９．５４１ｍ ８．２９０ｍ

空
地
等
の
概
要

空地の種類 道路状空地 道路状空地

空地等の幅員
（現況幅員）

３．８５～４．１０ｍ ４．７ｍ

協定幅員 ４．００～４．３５ｍ ４．７ｍ

既 設 建 物
経 過 年 数

４７年 ４９年

許
可
内
容

許可年月日 令和６年１０月１５日 令和6年１０月２１日

許 可 番 号 堺建安第Ｘ－９号 堺建安第Ｘ－１０号

一括同意基準 オ号 該当 エ号 該当

備 考



一括同意基準 オ 号



一括同意基準 エ 号



第１１号 北区東三国ヶ丘町



報 告 一 覧 表 （法第４３条第２項第２号一括同意基準による許可物件）

報 告 番 号 第 ６－１１ 号 第 ６－１２号

申
請
地

申 請 者 株式会社 K－ROOM 代表取締役 金子 周平 －

敷地の位置 北区東三国ヶ丘町３丁２２９５番８０ 西区上野芝向ヶ丘町４丁１３７２－１０、－１１

用 途 地 域 第１種中高層住居専用地域 第１種低層住居専用地域

建
築
物
の
概
要

建築物の用途 一戸建ての住宅 一戸建ての住宅

敷 地 面 積 ５８．１０㎡ １３８．２２㎡

建 築 面 積 ３７．８０㎡ ６１．２７㎡

延 べ 面 積 １０３．９４㎡ ９４．３９㎡

構 造 木 造 木 造

階 数 ３ ２

高 さ ９．５４１ｍ ８．２９０ｍ

空
地
等
の
概
要

空地の種類 道路状空地 道路状空地

空地等の幅員
（現況幅員）

４．００～４．３５ｍ ４．７ｍ

協定幅員 ４．００～４．３５ｍ ４．７ｍ

既 設 建 物
経 過 年 数

４７年 ４９年

許
可
内
容

許可年月日 令和６年１０月１５日 令和6年１０月２１日

許 可 番 号 堺建安第Ｘ－９号 堺建安第Ｘ－１０号

一括同意基準 オ号 該当 エ号 該当

備 考



第１１号 北区東三国ヶ丘町（申請地位置図）

申請地

東三国ヶ丘
小学校



第１１号 北区東三国ヶ丘町（申請地配置図）

③

④



第１１号 北区東三国ヶ丘町 写真 北側市道との接続部①



第１１号 北区東三国ヶ丘町 写真 協定通路部分②



第１１号 北区東三国ヶ丘町 写真 申請地 ③



第１１号 北区東三国ヶ丘町 写真 申請地 ④



第１２号 西区上野芝向ヶ丘町



報 告 一 覧 表 （法第４３条第２項第２号一括同意基準による許可物件）

報 告 番 号 第 ６－１１ 号 第 ６－１２号

申
請
地

申 請 者 株式会社 K－ROOM 代表取締役 金子 周平 －

敷地の位置 北区東三国ヶ丘町３丁２２９５番８０ 西区上野芝向ヶ丘町４丁１３７２－１０、－１１

用 途 地 域 第１種中高層住居専用地域 第１種低層住居専用地域

建
築
物
の
概
要

建築物の用途 一戸建ての住宅 一戸建ての住宅

敷 地 面 積 ５８．１０㎡ １３８．２２㎡

建 築 面 積 ３７．８０㎡ ６１．２７㎡

延 べ 面 積 １０３．９４㎡ ９４．３９㎡

構 造 木 造 木 造

階 数 ３ ２

高 さ ９．５４１ｍ ８．２９０ｍ

空
地
等
の
概
要

空地の種類 道路状空地 道路状空地

空地等の幅員
（現況幅員）

４．００～４．３５ｍ ４．７ｍ

協定幅員 ４．００～４．３５ｍ ４．７ｍ

既 設 建 物
経 過 年 数

４７年 ４９年

許
可
内
容

許可年月日 令和６年１０月１５日 令和6年１０月２１日

許 可 番 号 堺建安第Ｘ－９号 堺建安第Ｘ－１０号

一括同意基準 オ号 該当 エ号 該当

備 考



西区上野芝向ヶ丘町（申請地位置図）

申請地

上野芝小学校

津久野中学校



西区鳳東町（申請地配置図）

①

④



西区上野芝向ヶ丘町 写真 法施工前道路接続部 ①



西区上野芝向ヶ丘町 写真 協定通路部 ②



西区上野芝向ヶ丘町 写真 協定通路部 ③



西区上野芝向ヶ丘町 写真 協定通路部 ④


